
様々な集まりでぜひご活用ください（各種サークル、老人クラブ、子ども会、保護者会 何でもOK！） 

みんなでたのしく 気軽に学ぼう♪ 
 

 

 

 

 

消費者トラブルにあわない 

知識を身につけよう 
 

◆どんなことが学べるの？ 

テーマ例 ①「最近多い消費者トラブル」 

     

 

 

 

 

 

テーマ例 ②「契約とクーリング・オフ」「契約ってなに？」   など 

 

※ 講座にかかる時間は３０分～１時間程度です（もっと短くなど相談可能です） 

※ 講座は無料です（会場の予約はお申込み者でお願いします） 

◆申込み方法は？ 

別紙申込用紙にご記入のうえ、南国市消費生活センターまで FAX等で提出してください。 

※ 他の予約等との都合によりご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。 

※ 土日祝日は原則対応していません。 

お申込み受付後、日程・会場・講義内容等について電話にて打ち合わせをします。 

◆お申込み・お問い合わせはこちら 

南国市消費生活センター （市役所３階 商工観光課内） 

電話：０８８－８８０－６５６０（商工観光課 平日 8:30～17:15） 

FAX：０８８－８８０－６２０５ 

東京オリンピック絡みの詐欺事例 無料ではなかった契約事例      電話勧誘のトラブル事例      


